
１．件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（放射性物質分析・

研究施設第１棟の運用開始に伴う管理対象区域他の変更）に係る面談 

２．日時：令和３年３月３１日（水）１０時３０分～１１時０５分 

３．場所：原子力規制庁 ６階会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室 

高松専門職、伊藤係長 

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー  

福島第一原子力発電所 担当３名（テレビ会議システムによる出席） 

   国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構  

担当２名（テレビ会議システムによる出席） 

５．要旨 

 東京電力ホールディングス株式会社から、２月１７日付けで申請のあった実施

計画の変更認可申請（放射性物質分析・研究施設第１棟の運用開始に伴う管理

対象区域他の変更）について、資料に基づき以下の説明があった。 

 施設管理棟から第１棟の管理区域への入退域時の作業員の動線及び入退域

手順 

 中継棟の機能 

 原子力規制庁は、上記の説明内容を確認した。 

 

６．その他 

資料：放射性物質分析・研究施設第１棟の運用に伴う実施計画Ⅱ、Ⅲの変更につ

いて ３月１８日面談資料改訂版 


